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株主総会前の適切な情報提供に関する概要 

 

2025年 5月 13 日 

One Asia Lawyers 東京オフィス 

弁護士 松宮浩典 

 

2025 年 3 月 28 日、金融庁は、株主総会前の適切な情報提供についての要請を公表し

ました（以下「本要請」といいます）1。 

今月のニューズレターでは、本要請の概要について解説いたします。 

 

１ 要請の背景 

 

有価証券報告書には役員報酬や政策保有株式など、企業のガバナンスに関する重要な

情報が数多く含まれており、これらの情報は、投資家が株主総会において、適切な意思

決定を行う上で不可欠なものです。金融庁は、有価証券報告書の提出時期について、本

来、株主総会の 3 週間以上前に行うことが最も望ましいとの見解を示していますが、企

業の実務上の課題を考慮し、段階的な対応を求める方針を示しています。 

しかしながら、2024 年度のデータによると、90%以上の企業が、株主総会当日又は数

日以内に有価証券報告書を提出しており、現状では投資家が十分な情報を得た上で議決

権行使を行うことが困難な状況にあります。具体的には、以下のような問題点が指摘さ

れています。 

➢ 株主や投資家が株主総会前に十分な情報を得られない 

株主総会直前に有価証券報告書が開示された場合、株主や投資家は、株主総会前

に企業の財務状況や経営戦略などを詳細に分析する時間を十分に確保できず、結

果として、株主総会での適切な議決権行使が妨げられる可能性がある。  

➢ 海外投資家からの意見や国際的な開示慣行とのギャップ 

諸外国では株主総会開催前に年次報告書を開示することが一般的であり、有価証

券報告書を株主総会以降に開示する日本の現状は異例と指摘されている。海外機

関投資家は株主総会 1 ヶ月前に開示することを要望しており、企業と投資家の間

の情報に基づいた対話の妨げとなっているとの指摘もある。 

➢ 企業への正当な評価が得られにくい 

総会前に開示が行われていないことで、企業が積極的に情報開示を行っても、投

資家等が適切なタイミングで評価できず、企業への表が適正に行われていないと

考えられる。 

 

このような状況を踏まえ、すべての上場会社に対して今年から有価証券報告書の提出

時期の前倒しを要請するに至りました。 

 

２ 要請の概要 

 

 
1 金融庁「株主総会前の適切な情報提供について」（令和 7 年 3 月 28 日） 
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本要請は投資家保護と企業ガバナンスの透明性向上を目的としています。現状では大

半の企業が株主総会同日又は数日以内に有価証券報告書を提出しているという状況が確

認されており、この状況を改善するための第一歩として、すべての上場会社に対して、

今年から株主総会の「前日ないし数日前」に提出するよう要請しています。 

また、金融庁は、当該問題に対処するため、「有価証券報告書の定時株主総会前の開

示に向けた環境整備に関する連絡協議会2」を設置し、総会前開示に係る必要な環境整

備について検討を行っています。 

現時点では、企業に対して有価証券報告書の早期開示を義務付けるものではなく、要

請に留まっています。しかしながら、本要請は各企業の株主総会運営・実務に大きく影

響する重要な事項であるため、各企業におかれましては、本要請の趣旨を十分に理解し、

今後の動向を注視するとともに、自社の対応策について検討・準備していくことが求め

られます。 

以上 

--------------------------------------------------------------------------------  

本記事に関するご照会は以下までお願いいたします。 

弁護士 松宮浩典 

hironori.matsumiya@oneasia.legal 

 

 

松宮浩典 

One Asia Lawyers 東京オフィス 代表パートナー弁護士 

外資系法律事務所において日本国内外の投資ファンドを代理し

て不動産を中心とするファイナンス業務に携わった後、日系の

法律事務所において企業間の紛争解決、Ｍ＆Ａをはじめとする

企業法務全般に携わる。 

現在は、日本国内及びアジア・クロスボーダーのＭ＆Ａ、オフ

ィスビル、倉庫、ホテル等の大型不動産の取得及び売却に係る

ファイナンス業務や企業間の紛争解決を主たる業務としつつ、

多数の企業の法律顧問又は社外監査役を務め、コーポレート・

ガバナンス関連業務も担うなど、企業関連の法律業務全般に精

通。 

 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリー

ガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律の

スペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービス

を提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal ま

でお願いします。 

なお、本ニューズレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メン

バーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であ

 
2 金融庁「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」 
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り当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出

典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバ

ーファーム・弁護士にご相談ください。 

 


